
組合加入のメリット②

優遇金利の
生活衛生融資 など

組合加入のメリット③

経営に必要な
情報の入手

組合加入のメリット①

賠償保険の
保険料の節約

生活衛生同業組合（生衛組合）は、法律に基づき都道府県知事認可により設立されています。どなたでも加入できます。

11 月は生活衛生同業組合活動推進月間です
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・新型コロナウイルス感染症に関する最新情報の提供
・感染拡大の影響に伴う特別貸付の指導・助言
・新しい生活様式を踏まえた経営スタイルの指導・助言
・感染拡大予防ガイドラインの実践の指導・助言
・国・都道府県に対する新型コロナウイルス感染症に関する緊急
救済対策および事態収束後の復興等に向けた要望活動の実施

こうした活動の実施には多くの組合員の皆様の支えが必要です。組合加入は、地域経済を支え、超高齢社会における
地域社会の暮らし、豊かな国民生活にも、間接的に貢献していることになります。

生衛組合は、組合員一人ひとりと力を合わせて、
新型コロナウイルス感染症を乗り越えるため活動しています

＊なお、各組合によって、営業時間が異なります。不在の場合は、下記指導センターにお問合せください。

都道府県生活衛生営業指導センターは、生活衛生業の皆様と生衛組合を支援します

・経営、税務、労務、融資、衛生等の無料相談
・設備資金・運転資金の融資相談
・経営改善等の無料セミナーの実施
・生活衛生業に関する最新情報及び資料の提供
・消費者への生衛業啓発、苦情相談の実施　等

都道府県指導センターに
お気軽にお電話ください

※指導センターは「生活衛生関係営業の運営の適正化
及び振興に関する法律」に基づき、都道府県知事が
指定する公益財団法人です。

主な業務

（組合加入やご相談などお気軽にどうぞ）
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公益財団法人 愛媛県生活衛生営業指導センター

愛媛県の生活衛生同業組合のお問い合わせ先

公益財団法人 愛媛県生活衛生営業指導センター
〒790-0811　愛媛県松山市本町７丁目２番地　愛媛県本町ビル２階

TEL：089-924-3305　FAX：089-924-3304
愛媛県指導センター 検索

所　在　地組　合　名
松山市本町７丁目２番地　愛媛県本町ビル２階
松山市本町７丁目２番地　愛媛県本町ビル２階
松山市本町７丁目２番地　愛媛県本町ビル２階
松山市大街道 1-5-10　大街道シネマサンシャイン内
松山市萱町 2-2-10
松山市道後湯之町 6-8　道後温泉観光会館内
松山市来住町 1430-1
松山市本町７丁目２番地　愛媛県本町ビル２階
松山市本町７丁目２番地　愛媛県本町ビル２階
松山市久万ノ台 280-4
松山市清住２丁目 1040-3　㈱さんきょう内
松山市真砂町 118-4
松山市千舟町１丁目 1-3

電 話 番 号
愛媛県理容生衛組合
愛媛県美容業生衛組合
愛媛県クリーニング業生衛組合
愛媛県興行生衛組合
愛媛県公衆浴場業生衛組合
愛媛県旅館ホテル生衛組合
愛媛県食肉生衛組合
愛媛県中華料理生衛組合
愛媛県料飲業生衛組合
愛媛県すし商生衛組合
愛媛県食鳥肉販売業生衛組合
愛媛県喫茶業生衛組合
愛媛県社交飲食業生衛組合

089-923-5567
089-924-7844
089-922-1912
089-933-6677
089-943-3257
089-931-0638
089-958-5415
089-924-2931
089-924-3403
089-945-3252
089-951-1812
089-932-1768
089-931-5647


